
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

    

 

 

  

 

  

 

 

 

 

・交通事故【令和８年３月中(暫定値)】 

  物損事故    118 件    人身事故   23 件 

・犯罪【令和７年中(暫定値)】 

  暴行･傷害  42 件   詐欺     23 件 

  侵入窃盗   11 件   自転車盗    136 件 

 

 自宅や短時間の駐輪でも自
転車から離れる時は、必ず鍵
を掛けるようにしましょう。 

 

    
 警察事務は、各種窓口業務、事件事故の統計、

福利厚生に関する業務など非常に幅広い業務に従

事します。 

 県民の安心安全のため、警察官と一体 

となって業務を行うのが警察事務の役割 

です。 

（受付期間 ４月 21 日から５月７日） 

 

   
 １ 車道が原則、左側を通行 
   歩道は例外、歩行者を優先 
 ２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 
 ３ 夜間はライトを点灯 
 ４ 飲酒運転は禁止 
 ５ ヘルメットを着用 

 

 

 

 
 

 

 

  
 自転車安全利用五則とは、自転車の守るべきルールのうち、
特に重要なものです。 

 

   
・無料で点検します 
・近くで工事をしていたら、屋根瓦が 
 ずれているのが見えた 
・今すぐ屋根の修理が必要です 
 

・話を鵜呑みにせず、屋根に上げない 

・他の業者にも点検や見積もりを依頼 

・契約の前に家族と相談 

・相手の身分、契約書の確認 

★インターフォン、ドア越しで対応 

  
警察総合相談センター ♯９１１０ 
消費者ホットライン  １８８ 
 
 

 
 自転車に初めから付属している鍵に加えて
ワイヤーロック等で２重に施錠しましょう。 

 所有権を明確にする大切な
登録です。 


